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○議長（野口源次郎君）　出席議員半数以上であり

ます｡ これより議事日程第２号により本日の会議
を開きます。

　日程１

　　市政一般質問

　について、これよりお手元に配付いたしました質

問通告表により、順次、市政一般質問を行います。

32番深堀義昭議員。
〔深堀義昭君登壇〕 

○32番（深堀義昭君）　おはようございます。

　　自民クラブの深堀義昭でございます。

　　新しい世紀、21世紀を迎え、最初の市議会定例
会の、しかも、最初の代表質問の機会を与えてい

ただきましたことに心から感謝を申し上げます。

　　新しい21世紀は、本格的な高齢社会の到来、情
報技術社会への移行、環境への関心の高まりなど

市政に対する市民のニーズは多様化の一途をたど

るものと考えられます。このような状況に対応す

るため、市としては、財政基盤の再整備が緊急の

課題であると認識をするものであります。これら

山積する課題は、行政と議会が両輪となった市政

運営を展開することにより、クリアできるものと

強く思っております。

　　そこで、自民クラブを代表し、質問通告に基づ

き順次、質問をいたしますが、質問通告のうち、

あぐりの丘の将来の見通し、それにつきましては、

時間があれば後ほど質問をすることにして、本壇

からの質問をやめたいと思います。

　　それでは、市長の政治姿勢についてお尋ねをい

たします。

　　まず初めに、行財政改革の推進についてであり

ます。

　　政府は、平成12年度経済見通し実質1.0％達成を
目指し、景気回復が第一の課題として全力で取り

組んでいるところであります。平成13年度政府予
算の概算要求に当たっての基本的な考え方は、「我

が国経済は、緩やかな改善を続けており、業種や

地域では依然としてばらつきがあり、また、雇用

や個人消費は、なお厳しい状況を脱していない。

このような中、今後の財政運営については、公需

から民需へとバトンタッチを円滑に行い、景気を

本格的な回復軌道に乗せるよう引き続き全力を挙

げつつ、我が国経済の動向などを注意深く見なが

ら適切に対応するとともに、財政の効率化、質的

改善に取り組むこととする」としております。

　　地方財政におきましては、地方税収入、地方交

付税の原資となる国税収入の低迷等により、引き

続き大幅な財源不足が生じるとともに、数次の景

気対策による公共事業の追加や減税の実施等によ

り、借入金残高が急増しており、その返還が将来

の大きな負担となるなど極めて厳しい状況にあり

ます。

　　一方、平成13年度の本市の当初予算を見ると、
福祉や教育の充実、環境対策、商工業や水産農林

業の振興など多くの課題に取り組む中で、市税収

入の伸びが見込めない上、公債費が大きく伸びて

いるため、減債基金の取り崩しにより辛うじて収

支のバランスが図られている状況にあります。

　　今後、本市において、地方分権の進展とともに、

地域における行政を自主的、総合的に担っていく

ことが、ますます求められていく中で、少子・高

齢対策、環境対策、生活関連の資本整備などにも

一層積極的に取り組んでいく必要があり、現在の

財政状況を見据えながら、行財政の改革に積極的

に取り組んでいくことが重要な課題であると考え

ております。

　　以上の状況を踏まえ、何点かお尋ねをいたしま

す。

　　まず、自主財源の市税の確保対策についてであ

ります。市税につきましては、長引く景気低迷の

中で、その確保が難しい状況にあることは理解を

しておりますが、本市の財政状況を見るとき、円

滑な財政運営を進めるためには、市税の確保は欠

かせないものと考えます。

　　そこで、その対策として、平成13年度は、どの
ような体制や新しい対策を考えておられるのか。

例えば県下では、大村市幹部職員が徴税吏員に同

行して、滞納者宅を訪問していると聞き及んでお

ります。このような市を挙げての取り組みなど、

具体的な対策について考えをお示しください。

　　また、使用料・手数料につきましては、これま

で受益者負担の原則として、一定年数の経過後に

料金等の全面的な改定がなされておりましたが、

昨今は、その見直しがなされておりません。使用

料・手数料は、特定の者が利益を受ける行政サー

ビスの対価であるので、負担の公平性と自主財源

の確保を図るために、適時適切な改定を行ってい

くことが重要と考えますが、現在、改定について
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どのように考え、また、徴収にどのように取り組

んでおられるのか、お尋ねをいたします。

　　次に、公債費の抑制対策としての縁故債の繰上

償還の見通しについてでありますが、市制100周年
を契機とした大型事業の実施に伴い公債費がふえ

てきておりますが、その対策として、平成８年度

において40億円を超える縁故債の繰上償還を実施
し、相当の効果を出したと記憶しております。

　　そこで、公債費のピークである平成15年度から
16年度が近づいてきておりますが、再度の繰上償
還について、金融機関とこれまで交渉された経緯

があるのか、あるとすればその結果は、どのよう

になっているのか、お尋ねをいたします。

　　次に、市有地の処分方針の明確化についてであ

ります。

　　市は、地域の秩序ある整備を進めるため、必要

な土地を取得し、学校、公園、道路などの整備を

行っているわけでありますが、事業が終了した後

の残地でありますとか、取得後に事業計画が中止

になるなど、かなりの時間が経過している土地も

あると思われます。

　　私は、一定の公有地の保有は、地域の秩序ある

整備にとって不可欠なものであるとの認識を持っ

ておりますが、一方、本市の財政は年々悪化して

おり、ぜひ市民の大切な財産である市有地の有効

活用を図るべきであると考えております。それに

は、処分方針を明確にした上で、不必要な土地は

可能な限り売却するなどの措置は当然、必要なこ

とであり、競争入札等により処分可能な用地につ

いては、議会にも報告すべきであると考えますが、

その方針についてお尋ねをいたします。

　　それでは、次に、市町村合併を含めた今後の広

域行政のあり方についてお尋ねをいたします。

　　平成12年４月から地方分権一括法が施行され、
既に自己責任・自己決定という基本原則のもと、

市町村においては、地方分権の実行段階に至って

おりますが、国は、昨年の暮れに、閣議決定した

行政改革大綱において、市町村の自主性と自立性

を高めるという観点から、今後とも、一層の地方

分権の推進を図ることを重要課題の一つとしてお

ります。そのため、地方分権の受け皿となる地方

公共団体の体制整備のあり方として、与党行財政

改革推進協議会における合併後の地方自治体数は

1,000を目標としているという方針を踏まえ、市町

村合併を積極的に推進するとしております。

　　一方、国、地方とも大変厳しい財政状況になっ

ており、平成13年度の政府予算案では、国と地方
を合わせた長期債務残高は平成13年度末に666兆
円で、その内数となる地方自治体の借り入れ残高

も188兆円という巨額になる見通しと発表されて
おります。このような厳しさを増す財政状況から、

国においても地方財政対策を含む財政構造改革に

着手するための準備段階に入ってきたのではない

かと考えられるところであります。特に、民間に

あっては、国際競争力の強化や不況乗り切りのた

めに徹底した経営の合理化を行っております。

　　一方、現在の地方自治体のあり方については、

市民から厳しい見方もあっていることから、納税

者である住民の理解を得るための効率的な執行体

制を確保する必要があると考えております。また、

介護保険の運営やごみ処理施設の整備などの広域

的な行政課題に対する適切な対応への期待が高

まってきている時期であると考えるところであり

ます。

　　このようなことから、市町村合併についても関

心が高まってきていると考えますが、最近の報道

によれば、本年１月には、本市と同じ中核都市で

あります新潟市が隣接する黒崎町との合併を行っ

ており、また、県内におきましても、対馬地域の

６町による法定の合併協議会の設置と諫早市を中

心とした県央地域１市５町による任意の合併協議

会設置の動きがあるなど、市町村合併の流れに加

速がついてきたような最近の状況であると認識を

いたしております。

　　本市を取り巻く状況は、施政方針にあるとおり、

現在の枠組みである長崎地域広域圏の西彼10町と
研究会を設けて協議を重ねているところでありま

すが、県都である長崎市は、今後、この市町村合

併の問題をどのように受けとめ、県南地域の中核

都市としての役割を果たそうとしているのか、こ

のような観点から、次の諸点について市長の見解

をお尋ねいたします。

　　まず、第１点目は、市町村合併は、市町村の自

主的な判断で行うという市町村合併特例法の趣旨

からも、本市を含め関係する自治体においては、

住民への情報提供が最も重要であると考えますが、

現状をお示しいただくとともに、今後、あくまで

も現広域圏を構成する１市10町の枠組みの中で協
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議をしていくことになるのか、お尋ねをいたしま

す。

　　第２点目は、現在、各自治体における住民負担

水準、行政サービス水準、財政状況などに格差が

ある以上、この調整をどのように図っていくのか

が極めて重要なことと思いますが、特に関係する

自治体の財政面における影響は、どのように想定

されているのか、お尋ねをいたします。

　　次に、行政課題への取り組みと職員の自己革新

についてお尋ねをいたします。

　　地方分権を迎えた今日、地域の実情に応じた行

政を積極的に展開するためには、事務事業に対す

る企画、立案、調整、実施などを一貫して進めて

いくことはもちろんのこと、多様化する市民の

ニーズに即応し、豊かさとゆとりを実感できる地

域社会の実現に向け、今後、行政の果たすべき役

割はますます重要になっているため、本市の職員

一人ひとりが全体の奉仕者であることを改めて自

覚し、意欲を持って職務に取り組むことにより、

時代の変化に対応した人材の育成を積極的に推進

していくことが重要になってきております。

　　このような状況の中にあって、長崎県を例にし

て申し上げますと、先般、長崎県長期総合計画、

この計画は2001年から2010年の間の計画になって
おりますが、テーマは「豊かな地域力を活かし、

自立・共生する長崎県づくり」とし、今後の県政

運営の基本的な考え方や主要な施策・事業等につ

いて、わかりやすく明記されており、あわせて効

率的、効果的な行財政運営の推進に向け、成果重

視主義を基調とする新しい共生システムの構築を

掲げ、必要な施策を推進するために組織の横断性、

機動性を高め、政策立案、総合調整機能の強化を

図るとともに、特に、このための職員の意識改革

に努めることを明記しております。

　　振り返って、長崎市はどうでしょうか。本市に

おいても、一昨年から見直し作業を進めてきた前

期基本計画の策定を見ました。あわせて行政改革

や広域行政、環境基本計画などが打ち出されてお

りますが、これら将来の長崎のまちづくりの基本

となるべき数々の計画や指針などをさらに具体化

させ、移行・実施させ、そのことをつかさどって

いるのは、取りも直さず長崎市の職員であります。

　　そこで、職員の能力や意欲を引き出すために、

いろいろな手法が現在、取り入れられております

が、能力等を備えた職員に育て上げるという観点

から、次の点についてお伺いをいたします。

　　１点目は、特に、将来を担う若手職員の育成策

についてであります。厳しい競争倍率を勝ち抜き、

毎年、優秀な職員が採用されております。特に、

最近では学卒者がふえ、恐らく行政職での学卒者

の占める割合は、全体の半数を超えているのでは

ないかと思います。今日、私は、職員採用の手法

や内容等についてお尋ねをするつもりはありませ

ん。問題は、市役所に入った職員が配属された職

場にもよりますが、本来、持ち合わせていた能力

を十分に発揮できないような環境に立ち至ってい

るということを仄聞いたしているからであります。

将来の市政を担う職員が実力を発揮できる、また、

発揮させるような職場環境づくりが必要だと思い

ますが、この点、職場の活性化と職員の育成をど

のように進めようとされているのか、お尋ねをい

たします。

　　２点目に、市政を担う個々の職員一人ひとりの

能力・資質の向上と活用についてであります。市

長は、施政方針で、主要施策の推進のためにとい

う項目の中で、「職員の中から技術士や一級土木施

工管理技師等の資格取得者を輩出しておりますが、

本年度も引き続き積極的に職員研修に取り組むこ

とといたしたい。また、行政改革を推進する中で、

今後も幅広い人材の確保に努めたい」と表明をさ

れております。

　　そこで、質問でありますが、いろいろな行政課

題への取り組みが求められている現状の中で、職

員をいかに活用し、あわせて職員の意識の改革を

いかに進めていくかということであります。先ほ

ど長崎県の総合計画について述べましたが、県は、

若手職員を積極的にプラン作成に参画させ、今後

の進行管理についても、一定、直接、職員がかか

わっていくというプロセスを予定し、職員の業務

参画が積極的に進められ、仕事を通じて職員の意

識改革を行っております。

　　市長、将来の長崎市を展望するには、職員の自

己研さん意欲や市政への参画意識を高めていくこ

とが必要であります。そのためには、資格を取得

した職員を初めとして、有能な職員をいかに活用

していくかにかかっております。現状では、いろ

いろな事務事業の分野において、その分野を専門

としている外部の機関等に調査等を委託し、その
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成果に頼るという外部への依存意識が蔓延してい

るのではと思うのは私一人ではないと思います。

職員の自己改革は、まず、回りから環境を整え、

その整える環境を設定するのが市長を初めとした

管理者の務めであると思いますが、今後の取り組

み方についてお聞かせをいただきたいと思います。

　　次に、市民病院の今後の見通しについてお尋ね

いたします。

　　現在、本市には、長崎市立市民病院、長崎市立

病院成人病センターの２つの病院があります。市

民への医療サービスとして、日常的な医療はもと

より高度医療、特殊医療、さらには救急医療など

を担当されておられ、公立病院として一定の評価

をしているところであります。しかしながら、経

営面におきましては、長期にわたり多額の赤字経

営が続いており、平成11年度病院事業会計決算の
累積欠損金は、市民病院で約79億円、成人病セン
ターでは約13億円、両病院合わせると約92億円と
なっており、抜本的な経営改善が認められないこ

となどから、昨年12月の市議会定例会においては、
平成11年度病院事業会計決算の不認定という極め
て異例の判断が下されております。

　　既に、平成12年３月には、新市立病院のあり方
等を審議することを目的として設立されました新

市立病院建設特別委員会の委員長報告においても、

「当面は、現市立病院の経営改善が最重要課題で

あること等から、現時点での市立病院の建設は認

められない」との結論が出され、また、将来の市

立病院の方向性については、「現在の総合病院的性

格のものではなく、一般の医療機関では担うこと

が困難な周産期センター及び救命救急センター等

の高度・特殊機能を有する急性期医療を中心とし

た病院の建設を目指すべきであり、あわせて公設

民営など民間活力を生かした展開も視野に入れな

がら、市立病院基本計画の抜本的見直し」を要請

されております。

　　一方、本年度、行政において、平成10年３月の
市立病院基本計画策定から２年余りが経過し、そ

の間、医療を取り巻く環境に変化が生じてきたこ

とから、基本計画における機能や規模等について、

再度、検証を行う必要があるとの考えに立ち、こ

れからの新市立病院のあり方、特に、機能・規模、

事業運営や建設場所などについて、広く市民の意

見を聞くという趣旨で新市立病院建設検討懇話会

を設置し、調査、審議がなされており、今年度末

には、その報告書が市長に提出されると聞いてお

りますが、先般の新聞報道等によると、新市立病

院が果たすべき役割として、救急医療、災害拠点

病院、地域医療支援病院の３つの機能を中心に、

病床規模としては、一般急性期病床のほか、救命

救急センター、周産期センター、結核病床、感染

症病床及び回復期リハビリテーション病棟を有す

るおおむね450床程度が必要との意見集約がなさ
れたと聞き及んでおります。このようなことは、

将来の市立病院の方向性について、相当開きのあ

る２つの意見が出されたものと認識をするもので

あります。

　　そこで、市長としては、これらの特別委員会と

検討懇話会の報告書を踏まえて、今後、どのよう

に対処していかれるおつもりなのか、お尋ねをい

たします。

　　また、新市立病院の建設場所や建設の時期につ

いて、いつごろ表明される考えであるのか、現在

の市立病院は、現敷地内でいつまで運営すること

になるのか、あわせてお尋ねをいたします。

　　次に、母子保健対策についてお尋ねをいたしま

す。

　　21世紀の少子社会に対応し、社会全体での子育
て支援対策を総合的、計画的に推進するため、国

においては、エンゼルプランが策定され、このエ

ンゼルプランの施策の具体化の一環として、緊急

保育対策等５か年事業があわせて策定されたとこ

ろであります。この中においては、母子保健医療

体制の充実が掲げられ、安心して子どもを産み育

てられるような小児医療施設や周産期医療施設の

充実を図るという整備目標が盛り込まれておりま

した。その後、平成11年12月、従来のエンゼルプ
ラン、緊急保育対策等５か年事業を見直し、重点

的に推進すべき少子化対策の具体化実施計画、い

わゆる新エンゼルプランが策定されたところであ

ります。

　　平成16年度を目標達成年度とする新エンゼルプ
ランにおいても、母子保健医療体制の整備は大き

な柱の一つとして掲げられ、その中においても、

安心して妊娠、出産、育児ができるよう、総合周

産期母子医療センターを中核とした周産期医療

ネットワークの整備が図られることが盛り込まれ

ております。
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　　さらに、本年１月に開催された全国厚生労働関

係部局長会議においても、この新エンゼルプラン

の目標達成年度である平成16年度までに、原則と
して各県に１カ所の総合周産期母子医療センター

を整備し、これを中心とした地域周産期母子医療

センター及び一般の産科との母体及び新生児の搬

送体制を初めとする連携体制の整備を図られたい

との指導があっております。

　　そこで、お尋ねをいたしますが、この各県１カ

所の総合周産期母子医療センターを本市に整備す

るよう県に働きかける考えがあるのか、お尋ねを

いたします。

　　次に、ごみ袋の利用について、自治会との関係

についてお尋ねをいたします。

　　ごみ袋の市民への無料配布につきましては、昭

和46年４月からほぼ全市的に本格実施され、約30
年を経過し、現在、市民に定着していることは言

うまでもないところであります。しかしながら、

無料配布とはいえ、市が直接、市民の方々に配布

するのではなく、自治会を通じて、日々、自治会

の役員の方々がご苦労され、１戸１戸に確実にお

配りいただいていることが現状であることは市長

もご承知のとおりであります。

　　ごみ袋の配布、ごみステーションに出されてい

るごみの分別、ごみステーションでのごみの散乱

防止等、自治会の役員や減量等推進員の方々が果

たしている役割は非常に大きいものがあると思い

ます。市環境部の努力を否定するものではありま

せんが、清掃環境活動に熱心な自治会による効果

というのも忘れてはならないものと私は思ってお

ります。これまで、ごみ袋の配布により、約30年
間にわたり自治会と環境行政との協力関係が築か

れてきているところであります。現行のごみ袋制

度を見直し、新たなごみ袋制度の中で、このよう

な協力関係を今後も維持していくということは非

常に重要であり、自治会配布をなくすことになる

と、自治会による指導・啓発に対する住民の協力

が得られにくいのではないかと思います。

　　したがって、行政と自治会との関係を密にして

いくためにも、自治会でのごみ袋の販売を可能に

するべきだと考えますが、この点について市長の

見解をお尋ねいたします。

　　次に、中心市街地の活性化についてお尋ねをい

たします。

　　近年、本市の中心市街地は、多くの魅力を有し

ているにもかかわらず、都市の拡大・外延化に伴

う人口の空洞化や産業の低迷などによる大きな商

業環境の変化が複合的に進行し、徐々に求心力を

失いつつあります。また、消費者のライフスタイ

ルの変化やニーズの多様化など消費者個人のレベ

ルでの変化もますます複雑化しております。

　　このような状況から、平成11年６月に長崎市中
心市街地活性化基本計画を策定され、活性化に向

けた各種事業が進められているところであります

が、活性化を推進するためには、公的側面からの

対応だけでなく、民間活力をいかに誘導し、また、

本市の限られた都市空間をいかに有効に活用する

かが必要ではないかと考えます。

　　さらに、中心市街地の中でも、浜町は古くから

本市の中心商業地として栄え、市民生活における

「ハレ」の空間として大きな役割を果たしてきた

地区であります。商店街組織としても、仄聞いた

しますところ、近く設立100周年を迎えようとする
全国でも有数の歴史と伝統を持つ商店街でありま

す。しかしながら、浜町地区では、このところ店

舗等の閉店が相次いでいるような状況であり、活

性化は急務となっております。特に、先般の新聞

報道等によりますと、中央橋交差点に面したしに

せの衣料品店やアーケード街中心のレストランが

廃業するということであり、九州でも指折りの商

店街である浜町が今、まさに危機的状況にあると

言わざるを得ません。

　　中心市街地の中でも浜町を活性化し、目抜きの

商店街として再生させるためには、既存の商業施

設の充実はもとより、現在の社会的変化に対応し

た施設の配置や店舗の誘導を図る必要があること

は当然でありますが、その受け皿となる建築物の

整備が大きな課題となっているのではないかと私

は考えております。そして、地区にふさわしい建

築物の整備が可能となる条件整備を都市計画が果

たすべきではないかと考えるものであります。

　　浜町は、本市の中でも最も土地の価格が高い地

域であり、民間の事業者が進出を考える際の障害

となっていることから、高い地価に見合った土地

の再利用を誘導することが現実の問題として求め

られております。

　　そこで、市長にお尋ねいたしますが、浜町地区

の土地利用の現状がどのようになっているのか、
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そして、土地の有効活用や高度利用を推進するた

めの誘導策として、容積率等の都市計画の法規制

を緩和し、民間活力の進出を後押しするような考

え方はないのか、お尋ねをいたします。

　　次に、観光振興についてお尋ねをいたします。

　　長崎は、開港以来、「歴史の本棚」と言われる

ほど多様な歴史があるまちであり、出島、南山手・

東山手、浦上、丸山など、市内のあちらこちらに

歴史をうかがわせるものがあります。中でも、崇

福寺から寺町通りの地域には、国宝を有する崇福

寺を初めとする数多くの寺院があり、また、高島

秋帆などの著名な方々の墓も点在しております。

このような豊富な観光資源に恵まれた寺町通りの

整備を行い、もっと宣伝するべきではないかと思

います。

　　そこで、まず案内板の整備についてお尋ねをい

たします。眼鏡橋などを見学された方々が寺町地

域へ足を運ばれる姿も見受けられますが、徒歩の

方も、車で来られる方に対しても、誘導案内が十分

ではないと思われます。案内板の整備は急務であ

ると思いますが、どのように考えておられるのか。

　　次に、駐車場についてでありますが、用地の確

保など、いろいろ問題があるとは思いますが、用

地については、例えば保育所の統廃合により中央

保育所の用地を活用するとか、青空市場などを活

用するなど考えられますが、市長の見解をお尋ね

いたします。

　　次に、フィルムコミッションの設立についてお

尋ねをいたします。

　　本市観光を取り巻く状況が厳しい中で、昨年、

本市においてロケが行われました映画「長崎ぶら

ぶら節」は、全国放映において、観客動員数120万
人のヒットとなり、この映画の原作である第122回
直木賞を受賞したなかにし礼氏の同名小説も約30
万部のベストセラーとなったと聞いております。

また、このような大ヒットを背景に、この３月に

は映画のビデオ化、４月には全国放映のテレビの

ドラマ化、さらに11月には帝国劇場において舞台
上演が決定しております。このように、今回の

「長崎ぶらぶら節」の映画、ビデオ、テレビ等に

よる本市の知名度、観光都市としてのイメージ及

び宣伝効果は相当なものがあると思います。

　　そこで、市長に提案をいたします。映画やテレ

ビ番組のロケーション撮影を地元に誘致し、ロケ

活動がスムーズに進行できるよう支援する機関と

してフィルムコミッションがあり、全国的には昨

年２月に大阪商工会議所に日本初のフィルムコ

ミッションが設立されました。その他の都市にお

いても、順次、創設される状況となっております。

映画上映やテレビ放映を通じて紹介されることに

より都市の知名度アップが図られ、映画の場面等

に登場したシーンが新たな観光名所となるなど、

本市の観光客の増加策として期待できると思いま

すが、フィルムコミッションの設立について、市

長の見解をお尋ねをいたします。

　　次に、コミュニティバス「らんらん」の運行計

画と今後の対応についてお尋ねをいたします。

　　この「らんらん」は、観光客や市民の利便性の

向上と都心部の活性化を図るため、日蘭交流400周
年記念事業にあわせ、南山手、出島、長崎駅、原

爆資料館、浜町などを連絡する観光機能強化型の

コミュニティバスとして、平成12年２月１日から
運行を開始されております。しかしながら、運行

開始して約１年１カ月になりますが、このルート

が路面電車や路線バスと重なることもあり、また、

運行間隔が30分で待ち時間が長いということも
あって、私がいつ見てもがらがらの状態で運行さ

れており、長崎市が多額の補助金を出してまで運

行する必要があるのか、疑問を感じているところ

であります。

　　このコミュニティバス「らんらん」については、

平成11年９月議会の建設水道委員会において、日
蘭交流400周年記念事業が終わる平成13年３月を
第一段階として、その時点での利用状況を見極め

た上で、具体的な検討を行い、継続すべきかどう

か検討することになっておりましたが、日蘭交流

400周年記念事業が終了する今年４月以降も赤字
が予想されるコミュニティバス「らんらん」の運

行をそのまま継続するのか、また、継続するとす

るなら、どのような運行ルートを考えておられる

のか、お尋ねをいたします。

　　次に、駐車場問題についてお尋ねをいたします。

　　松山町駐車場については、建設に際しまして、

ＮＴＴ株売却益による無利子貸付事業を活用し、

財団法人長崎市都市整備公社が管理運営を行い、

駐車場収益により償還をしていくということであ

りましたが、平成12年度においては4,100万円、本
議会において審議する平成13年度当初予算におい
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ては8,700万円の運営費補助金が計上されており、
収支計画に当初の見込みとかなりの差が見受けら

れます。確かに、この駐車場は、市営駐車場とは

その位置づけが異なっておりますが、市営駐車場

と同様、収支の改善に鋭意努力していただかなけ

ればならないと思います。

　　そこで、収支の改善について、例えば平和公園

と浦上川を挟んで歩道橋を設置する計画があると

聞き及んでおりますが、これは、その地域の活性

化だけではなく、平和公園の利便性の向上につな

がり、また、近くの商店街との連携が密になるな

どの効果により、松山町駐車場の収益の増につな

がると考えられるものであります。

　　このようなことを踏まえ、収支の改善に対する

考え方をお尋ねいたしたい。

　　次に、アーバン2001計画についてお尋ねをいた
します。

　　まず、浦上川線についてでありますが、浦上川

線の尾上町から元船町までの南々伸区間について

は、将来、増加が予想される交通需要に対処し、

都心部の交通機能の推進を図り、アーバン2001計
画及び長崎駅周辺の開発等に寄与するため、平成

11年度に都市計画決定を行い、整備が進められて
いると聞き及んでおります。

　　そこで、市長にお尋ねをいたしますが、市長が

浦上川線南々伸のルートを変更し、大幅に変更を

行いたいとの情報を耳にしておりますが、それは

事実なのか、お尋ねをいたします。

　　次に、長崎駅周辺の再整備についてお尋ねをい

たします。

　　長崎駅周辺は、新幹線計画や鉄道の高架化とあ

わせ、鉄道用地などを高度利用するなどの再開発

の計画がなされております。アーバン計画では、

昨年、元船地区の夢彩都や出島地区の長崎出島

ワーフなどの完成により一定の整備が進み、今後

は、整備の中心が長崎駅周辺地区へと移っていく

ことになります。

　　私も、長崎駅周辺地区の再整備検討委員会の委

員として構想づくりにかかわってまいりましたが、

今後の整備には大いに期待をしているところであ

ります。

　　さて、当地区の整備については、鉄道の高架化

に伴う広大な駅裏の土地利用が課題であると思い

ます。私は、茂里町の三菱機工跡地を市が買収し、

ブリックホールを建設し、まちづくりをリードし

たように、当地区においても、市が土地を買収し、

公共施設などを建設し、事業の推進を図るべきと

考えております。

　　そこで、お尋ねいたしますが、まず、長崎駅裏

には膨大な国鉄清算事業団用地があると認識をい

たしております。この土地のその後の経過につい

てお聞かせをいただきたい。

　　次に、今後、長崎駅周辺の整備を進める上で、

土地の公有化を図り、公共施設の誘導などを行う

ことにより、整備を強くリードするような考え方

はないのか、市長のお考え方をお尋ねいたします。

　　また、同地区歩道におきます「屋台村」の問題

につきましては、自民クラブ政策要求の際にお尋

ねをいたしましたが、その後、進捗があればお尋

ねをいたしたいと思います。

　　次に、教育行政についてお尋ねをいたします。

　　まず、勝山小学校跡地問題についてであります。

勝山小学校跡地から、慶長14年に建設された教会
のものと思われる地下室、石畳、井戸の遺構、ま

た、その後の代官屋敷のものと思われる礎石、溝

などの遺構や数多くの陶器破片など重要な文化財

が発掘され、先日は、文化庁から調査官が視察に

見えたとの報道もなされております。

　　そこで、お尋ねをいたしますが、文化庁からの

視察の結果、遺跡の価値について、どのように評

価をなされたのか、また、遺跡の保存について、

何か具体的な指導があったのか。あったとしたら、

市はその指導にどのように対応する考えなのか、

お聞かせをいただきたい。

　　今後の発掘により桜町小学校の建設に支障を来

すのではないかと考えますが、どのように取り扱

われるのか、その方針が決まっていればお示しを

いただきたい。

　　文化財を残しながら、旧勝山小学校跡地に桜町

小学校を建設することも可能と考えますが、どの

ように考えておられるのか。

　　このような状況であるため、３校統廃合の決定

を変更し、別の場所、例えば新興善小学校に新校

舎を建設する考え方はないのか、お尋ねをいたし

ます。

　　次に、教職員の適正配置についてでありますが、

混沌とした社会状況や教育改革の転換時期に当た

り、学校現場の先生方においては、何かとご心労
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が多いことと存じます。先生方の中に、日ごろか

ら子どもの教育に情熱を傾け、熱心に取り組んで

おられる方も多いようです。しかし反面、病気で

休みがちな先生や休職中の先生、また、指導力不

足の先生など問題を抱えた教職員がいることも

伺っております。

　　特に、中学校にこのような教職員がいる場合、

一定の教科の授業が遅れたり、生徒が理解できな

かったりするわけです。生徒は、よくわかる楽し

い授業を望んでいます。しかし、それができなく

なると、生徒は、先生を信頼しなくなり、結果、

学校が荒れることにつながりかねません。特に、

管理職である校長先生や教頭先生が病気がちで

あったり、長く休んだりすれば、学校全体の教育

活動が停滞してまいります。長崎市でも病気がち

な教職員が数名いると聞いております。病気の人

に無理にでも出勤して仕事をしてくれとは言いま

せんが、病気がちの先生や病気で長期の休みを

取っている教職員がいる学校では、正常な教育活

動の展開は困難であり、一部、教員への負担が懸

念されます。

　　教職員の配置については、県教育委員会の責任

において行われていることも先般承知をいたして

おります。県においても、いわゆる不適格な教職

員について、その対応に着手していることも存じ

ております。保護者や地域は、子どもたちへの影

響を危惧し、早急な対応を望んでおります。

　　そこで、次の２点についてお尋ねをいたします。

　　１つは、長崎市教育委員会において、指導力の

不足している教員や病気で長期の休みを取ってい

る先生などの現状はどうなっているのか。

　　２つ目は、長崎市教育委員会として、どのよう

な具体策を講じているのか、また、講じようとし

ているのか、文部省や県の考え方を踏まえ、答弁

を願いたいと思います。

　　特に、物言わぬ子どもの立場に立って質問をい

たしましたので、的確なご答弁を要求いたします。

　　最後の問題となりますが、水道行政、水資源確

保と環境整備についてお尋ねをいたします。

　　現在、純心大学への登り口に、金属資材置き場

の移転計画が進められておりますが、この位置は、

浦上水源地の上流に位置しており、水質汚染が懸

念されているわけであります。

　　そこで、お尋ねをいたします。水道局としては、

この状態をどのように処理されておられるのか。

　　また、現状では、金属資材が無秩序に放置され、

一見、廃棄物置き場のようになっている場所もあ

ります。これまで市は、どのような指導を行って

きたのか、お聞かせいただきたいと思います。

　　以上、本壇からの質問を終わりたいと思います。

　時間があれば自席から再質問をさせていただきま

す。

　　ありがとうございました。＝（降壇）＝

○議長（野口源次郎君）　市長。

　　　　　　〔伊藤一長君登壇〕

○市長（伊藤一長君）　皆様、おはようございます。

　　自民クラブ、深堀義昭議員の代表質問にお答え

をいたしたいと思います。

　　まず第１点は、行財政改革の推進に伴います自

主財源の市税の確保対策についてでございます。

　本市の財政状況は、歳入におきましては、自主財

源の根幹をなす市税の収入が、長引く景気低迷を

反映し、大幅な伸びが期待できない上、地方交付

税の今後の見通しも不透明であります。また、歳

出におきましては、近年の大型都市基盤や生活関

連基盤の整備、経済対策への取り組みなどに伴い、

義務的経費の中でも特に公債費は確実に増加をし

ており、財政構造の弾力化を示す各種財政指標は

悪化傾向にあります。

　　このような厳しい財政状況が続く中、自主財源

の確保は、基本計画や現在策定中の財政構造改革

プランの中でも最重要課題として位置づけており、

特に、市税の確保が第一であると考えております。

　　そこで現在、市税の確保に向けた具体的な取り

組みといたしましては、一つ、各係ごと、職員ご

との数値目標の設定、一つ、夜間や日曜も含めた

臨戸訪問や電話による直接納税折衝の強化、一つ、

差し押さえなど時機を得た的確な滞納処分などに

より収入率の向上を図っており、さらに、既存の

市税の課税客体を的確に把握するため、各種調査

に力を入れているところでございます。

　　また、平成11年度に設置いたしました長崎市未
収金対策協議会におきましても、全庁的な取り組

みといたしまして、一つ、臨戸訪問強化月間や徴

収目標の設定、一つ、職員の意識高揚、徴収に係

る知識習得のための研修会の開催、一つ、徴収マ

ニュアル等の作成など実効ある対策を講じている

ところであります。
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　　平成13年度におきましても、従来の基本的な取
り組みを強化しながら、未収金の圧縮に努力して

いく所存でございますが、新たな方策といたしま

して、４月１日から未収金対策担当の主幹を１名

配置することにいたしました。同時に、徴収困難

な事例に対処するため、税務や警察のＯＢなどを

配置する予定にしております。

　　現在、課長級で構成されております長崎市未収

金対策協議会につきましても、その強化を図り、

関係各部の連絡調整を徹底することで未収金対策

を推進してまいります。

　　また、深堀議員ご指摘の市幹部職員による臨戸

訪問につきましてでございますが、特に、市民に

対する納付意識の啓発や職員の意識高揚には一定

の効果が期待できるものと思われますので、実施

に向けて検討してまいります。

　　未収金徴収の基本は、やはり直接折衝と滞納処

分などの早期着手による早期解決にあるというこ

とを踏まえながら、高額滞納者に対する一斉差し

押さえも考慮に入れて、市税を中心とする未収金

対策の一層の強化を図ってまいる所存でございま

す。

　　使用料・手数料につきましては、住民負担の公

平性の確保や適正な受益者負担を原則として、そ

の額を定めておりますが、施設等の利用者にご負

担をお願いするに当たっては、まず、市として、

最小の経費で最大の効果を上げられるよう最大限

の努力を行っているところでございます。

　　その上で、これらの料金等を長く据え置くこと

は、財政硬直化の一因ともなり、改定の際に引き

上げ幅が大きくなるという問題も生じることから、

これまで収支見込みを立てながら、物価の変動、

類似都市あるいは民間施設との均衡、公共性など

を総合的に勘案の上、おおむね４年から５年ごと

を目途にその改定を行ってまいりました。

　　平成４年度の全面改定から５年を経過した平成

９年度においても、同様の観点から全面的な見直

しを行いましたが、平成８年度に消費税率の改定

に伴う一部見直しを行ったこと、この間の物価の

上昇幅が小さいこと、施設の維持管理費の削減に

も努力していることなどから、もみじ谷葬斎場や

ラグビー・サッカー場の改修、総合運動公園陸上

競技場、長崎ブリックホールの完成などに伴う一

部の料金改定を行ったところでございます。

　　さらに、本年度も使用料・手数料の全面見直し

を行いましたが、平成４年度から通算しても、物

価の上昇がほとんど見られないこと、外部委託の

推進や経費の節減合理化対策により施設の収支が

好転していること、また、施設の効果的活用や利

用者の利便性の向上を図るなど利用者の増加対策

に積極的に取り組むことにより、収入の増加を図

ることとしていることなどから、今回の改定は見

送ったところでございます。

　　しかしながら、深堀議員ご指摘のとおり、使用

料・手数料は、自主財源が乏しい本市におきまし

ては、貴重な収入であり、負担の公平性の観点か

らも適時適切に見直していくことは、大変重要で

あると考えております。

　　現在策定中の財政構造改革プランにおきまして

も、歳入の確保対策の柱の一つと考えており、こ

の計画期間中においては、毎年度、見直しの考え

方の原則にのっとり適切に対処してまいりたいと

考えております。

　　また、その徴収の徹底につきましても、市税と

同様の考え方で、全庁一丸となって取り組んでま

いる所存でございます。

　　次に、縁故債の繰上償還の見通しについてお答

えをいたしたいと思います。

　　本市の市債の残高は、平成11年度末の一般会計
で約2,148億円に上り、それに伴う公債費も年々増
加をし、本市の財政圧迫の大きな要因の一つと

なっております。これは議員もご指摘のとおり、

市制100周年を迎えた平成元年度より、大型施設の
整備に積極的に取り組んできたことが主な要因と

なっており、公債費は平成15年から16年ごろを
ピークとして、今後、数年は増加を続ける見込み

であります。

　　このような状況の中で、市といたしましては、

低金利化の経済情勢を踏まえた公債費抑制対策と

いたしまして、平成８年度において、ご指摘のよ

うに約43億円の縁故債の繰上償還を行いました。
このことにより、本市にとりましては５億円を超

える公債利子の軽減とともに、公債費比率や起債

制限比率の規制など多くの効果が見られたところ

であります。

　　ご質問の再度の縁故債の繰上償還につきまして

でございますが、その後の本市の財政状況や起債

制限比率の推移を見ながら、適時、金融機関との
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交渉を行ってまいりましたが、平成15年から16年
ごろに起債制限比率が警戒ラインであります15％
に極めて近づくことが見込まれることから、金融

機関の理解を得ながら、現在、平成13年度の実施
に向けて最終的な詰めを行っているところであり、

今後、その結果を改めてご報告させていただきた

いと思います。

　　なお、政府系資金の繰上償還につきましては、

政府資金は、国の資金調達の仕組みの問題から、

これまで認められておりませんが、公営企業金融

公庫資金は、地方からの切実な要望を踏まえ、平

成12年度において、財政状況が悪い地方公共団体
に限り、一部低利のものへの借りかえが認められ、

本市も約７億6,000万円の借りかえを行いました。
　　このような状況も踏まえ、今後も議会の皆様の

ご協力も得ながら、さらなる条件の緩和を国に対

して要望してまいりたいと考えております。

　　次に、市有地の処分方針の問題でございますが、

事業用地で公共目的がないと判断したもの、また、

事業用として取得したものの、事業の見直し等に

よって不用となった土地の取り扱いについては、

土地取得等に係る検討課長会議に諮り、そのうち

特に重要なものについては、長崎市財産取得等委

員会の審議を経て処分することとしております。

　　なお、これまで随意契約により売り払いを行っ

ておりましたが、本年１月に市有地の売り払いに

関する基準を定め、売り払い手続きの透明性、公

平性並びに競争性の確保を図るとともに、一般競

争入札実施要綱を定め、一般競争入札により売り

払う際の事務手続きを明確化したところでござい

ます。

　　なお、この要綱により、先月、第１回目の入札

を実施いたしましたところ、落札され売買契約を

締結したところであります。

　　議員ご指摘の処分可能な市有地につきましては、

一定、整理をした上で、お示しをいたしたいと考

えております。

　　次に、市町村合併につきましてお答えをいたし

ます。

　　市町村合併につきましては、政府においても、

地方分権の推進と絡めて最重要課題としており、

平成13年度政府予算案においても、さまざまな追
加の合併支援策を盛り込むこととしているところ

であります。

　　市町村合併は、現在の市町村の枠組みを大きく

変えていくこととなるわけでありますが、次のよ

うな観点から、避けては通れない問題であると考

えているところであります。

　　その背景の１点目でありますが、申すまでもな

く地方分権の進展であります。つまり、国、県か

らの権限委譲が進んでいくと、住民にとって一番

身近な市町村の主体性が注目されることとなり、

市町村はみずからの判断で政策を決定し、それに

よって生じる結果についても、みずから責任を持

たなければならないということであります。この

ため、基礎的な自治体としての自立性を高めると

ともに、行財政基盤を充実強化しなければ、少子・

高齢社会にふさわしい地域社会の創造は困難な時

代を迎えたということであります。

　　第２点目でありますが、市町村行政の広域化に

対するニーズの拡大であります。住民にとっては、

既存の行政区域を越えて通勤、通学、買い物など

日常生活の場が広がってきており、それに伴って

広域的な見地から、道路交通網の整備や下水道の

延長など広域的な連携のもと、行政サービスの拡

充を図っていく必要があります。特に、介護保険

制度の運営や廃棄物処理施設の整備などにつきま

しては、自治体単位で実施することは、今後、極

めて困難であると考えられることから、従来にも

増して広域的な連携が求められているということ

であります。

　　３点目でありますが、国、地方の厳しい財政状

況への対応を図っていくことであります。地方公

共団体の長期債務残高は、平成13年度末には188兆
円にもなるということであり、今後、医療・福祉

対策等で財政需要が一層高まると見込まれている

中で、こうした厳しい財政状況を踏まえるならば、

市町村は、みずから簡素で効率的な行政体制を確

立する必要があるということであります。

　　４点目でありますが、納税者としての住民意識

に応えるということであります。すなわち民間部

門におきましては、国際的な競争や今の消費不況

を乗り切るために、徹底した経費の合理化を余儀

なくされている中、現在の行政の運営の仕組みに

対して厳しい視線が注がれていることを考慮し、

簡素で効率的な行政体制の確保は、住民から行政

に対する理解を得るためにも、欠かすことのでき

ない課題であるということであります。
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　　以上の４点に絞って申し上げましたが、このよ

うな観点から、市町村合併はこの数年間、全国的

な話題として取り上げられるものと考えられます。

　　そこで、ご質問の第１点である住民への情報の

提供についてでありますが、現在、長崎市と西彼

杵郡の10町で構成いたします長崎地域広域市町村
圏協議会におきましては、先ほど申し上げました

ような地方分権の進展あるいは行政サービスを維

持し、充実させていくためには、もはや市町村合

併は避けては通れないとの共通の認識に立ち、平

成12年度は、この協議会の内部におきまして、今
後の広域行政のあり方について研究が進められて

きたところであります。

　　この結果を踏まえまして、今後は、本市を含む

１市10町において、合併問題に関する情報を広報
紙などを通じて提供していくとともに、住民アン

ケートについても関係する自治体間で共同で作成

をし、それぞれの地域住民に対し実施していくこ

とも予定されているところであります。このよう

に、合併問題に関しましては、現行の枠組みの中

で、まずは議論を深めてまいりたいと考えており

ます。

　　また、この合併の問題は、関係する自治体の住

民にとっては種々の影響が生じてくることから、

行政主導で一方的に進めるものではなく、あくま

でも地域住民の自由な議論を踏まえ、それぞれの

自治体が自主的に判断し、進めていくべきもので

あると考えております。

　　次に、合併によって、関係する自治体の住民負

担水準、行政サービス水準や財政状況に格差が現

にある中で、特に、関係自治体の財政にどのよう

な影響があるのかという点についてお答えをいた

したいと思います。

　　国におきましては、円滑な合併を推進する立場

から、平成11年７月の地方分権一括法の中で、市
町村合併特例法を改正し、財政支援のための特例

措置を大幅に強化をしております。

　　具体的に申し上げますと、普通交付税について

は、合併前の区域で算定される額の合計額の全額

を合併から10年間は保障するという地方交付税の
額の算定の特例の拡充や地方債の特例措置として

の合併特例債の創設であります。

　　このように、合併特例債の活用など、合併後の

10年間におきましては、特例的な措置としての財

政支援策を受けられることから、この10年間にお
いて合併による行財政上の効率化を十分に図り、

簡素で効率的な行政体制の充実を目指すことで、

新たな都市規模に見合った財政運営が可能となる

ものと考えられているところであります。

　　また、自治体間における住民負担水準や行政

サービス水準などの格差の調整につきましても、

負担と給付の適切なバランスを取ることを前提と

して、合併協議会の場で調整が図られていくもの

と考えております。

　　いずれにいたしましても、市町村合併の問題は、

市町村の自主的な判断により決めていくこととな

ることから、本市を含む現在の広域市町村圏にお

きましては、地域住民に対する十分な情報の開示

と、それに基づいての意思決定がなされるべきも

のであると考えております。

　　次に、市民病院の今後の見通しについてお答え

をいたしたいと思います。

　　初めに、市立病院の経営状況が長期にわたり経

営赤字を計上したことにより、平成11年度病院事
業会計決算におきましては、累積欠損金が両病院

で約92億円となり、抜本的な経営の改善が見られ
ないとして、決算の不認定という判断が市議会に

おいて下されました。

　　私といたしましては、この決算の不認定という

事態を重く受けとめ、直ちに事務助役を委員長と

した市立病院経営健全化対策委員会を設置し、一

つ、人件費の圧縮、一つ、管理体制の効率化、一

つ、収入増加策の推進強化、一つ、支出抑制策の

推進強化、一つ、地方公営企業法の全部適用の５

項目を経営健全化の柱とし、また、この計画の進

捗状況などの進行管理を行う体制を整備するなど、

赤字体質からの脱却を図るための抜本的な経営改

善策をまとめたところであります。

　　今後、病院を挙げて、これら抜本的経営改善策

の達成のために、鋭意、努力を行い、赤字を出さ

ない収支均衡のとれた財政運営に努めてまいるこ

とといたしておりますので、何とぞご理解を賜り

たいと思います。

　　次に、新市立病院の建設についてでございます

が、平成10年３月に市立病院基本計画を策定し、
建設計画を推進してまいりましたが、肝心の建設

用地が決まらないという状況に加えて、基本計画

策定後、２年余りも経過をし、その間、本市を取
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り巻く医療環境にも大きな変化を生じたことから、

平成12年５月に各界各層からなります新市立病院
建設検討懇話会を設置いたしました。その意見報

告は、近日中に承ることになっておりますが、深

堀議員もご指摘のように、去る２月27日の第４回
目の懇話会の開催のことにつきましては、先般、

マスコミ報道がなされたとおりでございます。

　　また、市議会におきましても、平成12年３月に
新市立病院建設特別委員会が設置をされまして、

先ほど議員がご指摘のように、中田勝郎委員長の

方から本会議の冒頭に委員長報告があったとおり

でございます。

　　そこで、今後の方針でありますが、私といたし

ましては、まずは議会や市民の皆様の信頼を得る

ためにも、現市立病院の経営健全化を図ることが

最重要課題であり、そのためには、さきに策定を

いたしました市立病院経営健全化５カ年計画を確

実に実施することで経営体質の改善を図り、収支

均衡のとれた財政運営を実現しなければならない

と深く認識しているところであります。

　　あわせまして、将来の市立病院の方向性につい

てでございますが、検討懇話会及び特別委員会の

両報告を踏まえながら、市立病院基本計画の抜本

的な見直しを行うことが必至であり、そのために

は、国、県、民間医療機関との医療機能の役割分

担について、再度、整理をすることが不可欠であ

ると考えておりますので、今後、さらに、これら

の関係機関と協議を重ね、確固たる市の方針の確

立に結びつけてまいりたいと考えているところで

あります。

　　なお、建設の時期等につきましてでございます

が、これらの課題が一定クリアされた後に、改め

て議会ともご相談申し上げながら、計画の推進に

努めてまいりたいと考えておりますので、現段階

では、何とぞご理解いただきたいと思います。

　　次に、母子保健対策についてお答えをいたした

いと思います。

　　現在の周産期医療体制においては、未熟児出生

の増加に伴い、新生児医療を担う専門施設の整備

が急務となっていること、また、周産期医療の中

でも、医師の管理下における母子の救急搬送や医

療施設相互間の連携など情報の伝達が必ずしも十

分でないこと、さらに医療施設の機能に応じた整

備が不十分であることなど多くの課題を抱えてお

ります。

　　このような状況の中、国においては、母親と胎

児が危険な状況にある妊産婦や低出生体重児に対

して高次の医療機関で適切な対応を行う総合周産

期母子医療センターを中核とした地域の周産期医

療ネットワークの整備を促進することといたして

おります。

　　深堀議員のご指摘のとおり、安心して子どもを

産み育てることができるようにするためには、私

どもといたしましても、小児に対する医療体制の

整備、中でも妊娠、出産から新生児に至る医療を

提供する周産期医療体制を整備することは必要か

つ不可欠であると認識いたしております。

　　本県の周産期医療体制につきましては、県北、

県央及び県南地域において、それぞれ佐世保市立

総合病院、佐世保共済病院、国立長崎中央病院及

び長崎大学医学部附属病院、長崎市立市民病院が

その中核的機能を果たしているところであります。

しかしながら、病床数の問題など、いまだその体

制整備が十分とは言えません。

　　議員ご指摘の総合周産期母子医療センターを含

む周産期医療につきましては、本年１月に開催さ

れました全国厚生労働関係部局長会議におきまし

て、国の新エンゼルプランの目標達成年度である

平成16年度までに、原則として各県に１カ所の総
合周産期母子医療センターを整備し、また、周産

期医療について、地域医療計画の中に盛り込むよ

う指導がなされているところでございます。

　　本県の医療計画は、平成13年度に見直しがなさ
れる予定でありますが、この中で、県に１カ所の

総合周産期母子医療センターを中核とした周産期

医療ネットワークの整備についても議論がなされ

るものと思っております。

　　長崎市といたしましては、これらの議論を見守

りながら、さらに県とも協議を重ねながら、その

対応を考えてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。

　　次に、ごみ袋の件でございますが、ごみ袋の利

用者と自治会との関係についてお答えをいたした

いと思います。

　　長崎市におきましては、現在、１世帯に年間100
枚のごみ袋を自治会を通じまして無料で配布をい

たしておりますが、今回、ごみの減量化と分別の

徹底を図るため、ごみ袋の指定及び有料化を計画
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しているものであります。計画を作成する段階で

は、昨年、長崎市廃棄物対策市民懇話会を設置し、

さまざまな方々のご意見を伺ったところでありま

す。

　　家庭用ごみ袋の販売方法につきましても、この

懇話会で十分に意見が出されたところであり、自

治会での販売を望むご意見ももちろんございまし

たが、自治会で販売することは、自治会役員の方々

の相当なある意味では負担になるというご意見も

多数出されております。

　　家庭用のごみ袋につきましては、市がごみ袋の

仕様を指定し、ごみ袋を商品の一つとして自由に

販売する方法を考えておりますので、スーパーな

どの小売店での販売が主流になると思われますが、

自治会や婦人会での販売も可能と考えております。

　　また、ごみ袋が自治会を経ずに住民の手に渡る

ことによって、自治会や廃棄物減量等推進員によ

る住民に対するごみ出し指導及び啓発活動に支障

が出るのではないかというご指摘でございますが、

今後、ごみ出しマナーに対する指導や啓発につき

ましては、自治会説明会の中で十分に説明を行わ

させていただき、ご協力をお願いするとともに、

自治会や廃棄物減量等推進員の方々との連携をさ

らに密にし、協力体制を強化してまいりたいと思

いますので、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。

　　次に、長崎市のコミュニティバス「らんらん」

につきましてでございますが、観光客や市民の利

便性向上、都心部の活性化、さらには公共交通機

関の利用促進による交通混雑の緩和を図るために、

日蘭交流400周年記念事業を契機に、南山手と原爆
資料館を起終点とし、途中、主要な観光施設や交

通施設、中心商店街等を周遊するルートで平成12
年２月１日より運行を開始したところであります。

　　運行開始により、平成13年１月までの利用状況
につきましてでございますが、総数で約６万4,000
人の方に乗車していただいております。全体を通

しまして見ますと、利用が多いとは言いがたく、

その原因でございますが、ルートが路面電車や路

線バスと重複している、30分の運行間隔が長い、
３段階の料金体系がわかりずらい等が大きな要因

ではなかったかと考えられます。確かに議員ご指

摘のとおりであります。また、利用者からは、ダ

イヤの増便、始発便の繰り上げ、路線の延長・新

設、料金の値下げ、定時性の向上などの要望が寄

せられているところであります。

　　そこで、今後の「らんらん」の運行につきまし

ては、都市交通審議会や中心商店街等のご意見を

拝聴するとともに、利用者アンケート調査結果を

踏まえ、検討を進めてまいったところであります

が、一つ、日蘭記念事業が平成12年度末で終了す
ること、一つ、中心商店街が衰退する中、中心市

街地の活性化が求められていること等を考慮し、

これまでの主に観光機能面を重視したルートから、

市民の利便性向上と中心市街地のため商業施設間

の交通アクセスを強化し、都心部内における回遊

性の向上を図るルートへの転換を図り、より運行

目的を明確化し、運行を継続することとしたとこ

ろであります。

　　具体的には、浜町、長崎駅、夢彩都、出島ワー

フを左回りで循環するルートへ変更したいと考え

ております。また、利用者の利便性の向上を図る

ため、30分間隔から20分間隔への運行、さらには
150円均一での運行の実現へ向け、運行事業者と最
終的な調整を進めているところであります。

　　いずれにいたしましても、中心市街地の活性化、

市民の多様化するニーズに対応するとともに、新

たなバス輸送サービスの展開を図る必要がありま

すので、既存のバス事業者で賄えない部分につき

ましては、一定、行政の関与も必要であると考え

ているところであります。

　　次に、アーバン2001計画の浦上川の南々伸計画
についてお答えをいたしたいと思います。

　　ご質問のアーバン2001計画区域内の都市計画道
路浦上川線につきましては、国道206号を補完する
第２の南北幹線道路として計画され、そのうち梁

川橋より以南の旭大橋までを浦上川線南伸計画、

旭大橋以南を浦上川線南々伸計画、また、梁川橋

から油木－滑石２丁目間を浦上川線北伸計画とし

て、さらに滑石２丁目から時津方面を浦上川線

北々伸計画として考えられております。

　　議員ご指摘の浦上川線南々伸計画につきまして

は、旭大橋以南の延長約0.8キロメートルが平成11
年７月に都市計画決定され、元船町工区として県

の街路事業において着手され、平成18年度の完成
を目標に鋭意整備が進められているところであり

ます。

　　このような中で、魚市跡地の土地の有効利用や
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港を生かした景観形成の観点で、旭大橋の形態の

見直しが県において検討されており、それに伴い、

浦上川線南々伸計画の部分的な変更もあわせて検

討されているところでありますが、大幅なルート

の変更はないものと考えております。

　　次に、長崎駅裏の国鉄清算事業団の土地の件に

つきましてお答えをいたしたいと思います。

　　この事業団の用地のその後の経過でございます

が、昭和62年４月の国鉄分割民営化に伴い、旧国
鉄が所有する土地は、ＪＲ九州、ＪＲ貨物、国鉄

清算事業団にそれぞれ所有が移っております。

　　議員ご指摘の長崎駅の裏側に国鉄清算事業団が

所有していた土地は、浦上川に面した位置に面積

約１万8,000平方メートルがございましたが、平成
元年７月に都市計画決定された県事業である都市

計画道路浦上川線、先ほど申し上げました南伸区

間の道路事業用地として、県土地開発公社が平成

２年に取得をしております。長崎駅裏につきまし

ては、昭和61年３月策定のアーバン構想の中で、
交通拠点及びビジネスパークとしての位置づけが

なされております。旧国鉄の分割民営化に伴い生

まれる国鉄清算事業団用地につきましては、公共

が取得して再開発を図ることなども想定できまし

たが、最終的には、ＪＲ九州及びＪＲ貨物の鉄道

施設の存続により、浦上川線に沿った、さきにご

説明いたしました土地が国鉄清算事業団用地とし

て都市計画道路の事業用地として活用され、現在

に至っております。

　　長崎駅周辺地区の再整備につきましては、九州

新幹線長崎ルート建設計画の高まりやＪＲ長崎本

線の連続立体交差事業の具体化といった動きを受

け、これらの整備とあわせた一体的なまちづくり

による都市の活性化、玄関口としての整備を目的

に、平成９年度より、深堀議員にも検討委員とし

てご協力いただいておりますが、再整備構想づく

りに着手しておりまして、現在、土地区画整理事

業の実施に向けた具体的調査を進めているところ

でございます。この土地区画整理事業による長崎

駅周辺地区のまちづくりを長崎市が主体となって

推進していくためには、ご指摘のとおり、行政に

よる土地の取得や公共施設の建設は有効な方策の

一つでありますので、土地の公有化を含む土地区

画整理事業の推進につきましては、市の財政状況

や公共施設の将来計画なども勘案をしながら、さ

らには、地元地権者などとの協議も踏まえ、総合

的に検討してまいりたいと考えております。

　　長崎駅周辺の整備につきましては、長期にわた

る事業でありますが、新幹線の整備計画あるいは

ＪＲ長崎本線の連続立体交差事業との整合を図り

ながら、早期実現に向けまして、長崎市の発展の

ために、これは鋭意努力してまいりたいと思いま

すので、よろしくご理解とご協力方をお願い申し

上げたいと思います。

　　次に、アーバンの絡みで「元船の遊歩道に賑わ

いのゾーンとして屋台村の実現を」という自民ク

ラブからの政策要望につきまして、重ねて本壇よ

りお答えをいたしたいと思います。

　　現在、屋台村計画についての諸課題解消を図る

ため、関係機関等との協議を重ね、その実現に向

けて鋭意検討を進めているところであります。協

議経過につきましては、元船遊歩道は、市道認定

はしていないものの、道路に準ずるものとして管

理している以上、道路と見なさざるを得ず、道路

上での出店は基本的には認められないとの見解を

警察側が示していることから、現在は、本遊歩道

に隣接する日通倉庫の搬入搬出用地部分を代替候

補地といたしまして検討を進めておりまして、そ

の後の長崎県臨海開発局との協議では、港湾管理

上は、特段の規制はないという回答を得ておりま

して、今後は、日通側及び地元自治会等の同意が

得られれば、事業化に向けまして本格的な検討作

業に入る予定でございます。

　　次に、教育行政の勝山小学校の跡地の問題につ

きましてお答えをいたしたいと思います。

　　今回発掘されました勝山町遺跡につきましては、

去る３月１日、文化庁の調査官に現地を見ていた

だいております。そこでの調査官の見解でござい

ますが、「代官屋敷より古い遺構となると、ほぼ

教会遺構と見ていいだろう。国内でこれまで発掘

された教会の遺構にはない石畳、地下室がともに

よく残っており、長崎ならではの歴史がよくわか

るいい遺構である。記録保存だけでは難しいだろ

う」とのことでありました。また、調査につきま

しては、「まだ調査不足の点があるので、もう少

し細部にわたり調査を行い、遺跡の各部分の時代

の整理、検証を行うように」との指導がありまし

た。

　　ご質問の遺跡の取り扱いについてでございます
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が、発掘調査終了後、出土品の整理を行い、出土

品等に基づいて遺跡の価値を判断する必要があろ

うかと思います。その上で、専門家を初め関係機

関のご意見をお聞きしながら、本市が決定するこ

とになりますので、早急に結論を出したいと考え

ております。しかしながら、保存するとなると、

保存に要する費用の件でございますが、多額の経

費が当然必要になると思われます。国指定の史跡

でない当遺跡につきましては、残念でございます

が、市が当然負担することになりますので、遺跡

の取り扱いにつきましては、慎重に考えなければ

ならないというふうに考えているところでござい

ます。

　　なお、ご質問の遺跡を保存しながら学校を建設

した場合の経費につきましては、学校建設と遺跡

保存がどのように調整できるかによって、それに

要する経費が当然違ってまいりますので、ご理解

を賜りたいというふうに思います。

　　また、深堀議員ご指摘の旧新興善小学校跡地に

桜町小学校を建設することはどうかということで

ございますが、このことにつきましては、桜町小

学校につきましては、旧勝山小学校の跡地に平成

15年度の開校という形で既に計画を進めておりま
す。また、本議会にそういう形で予定どおり予算

を計上いたしております。この件も、ひとつご理

解いただきながら、ご審議を賜りたいというふう

に思います。

　　中央３小学校の統廃合の際には、３校の関係者

の皆様があらゆる角度から統廃合について議論を

していただき、苦渋の選択として統廃合に同意の

結論を出していただきました経緯もございますの

で、子どもたち、ＰＴＡ、地元の方々の気持ちを

念頭に置きながら、桜町小学校の建設について対

応してまいりたいと思います。

　　そうかと言いましても、先ほど申し上げました

遺構との絡みもございますので、できるだけ早急

に私どもの原案をまとめ、議会や関係者の方々と

の協議に入らなければいけないというふうに考え

ておりますので、よろしくお願い申し上げまして、

私の本壇よりの答弁といたしたいと思います。

　　他の件につきましては、それぞれ所管の方から

お答えいたしますので、よろしくお願いいたしま

す。＝（降壇）＝

○総務部長（岡田愼二君）　市長の政治姿勢につい

てのうち、（3）の行政課題への取り組みと職員の自
己革新についてお答えを申し上げたいと思います

が、現在、私ども長崎市政を取り巻く状況が非常

に厳しいという認識を基本的に持っておりますが、

一つには、地方分権が推進する中での問題がござ

います。もう一つは、行財政が非常に厳しいとい

う認識もございます。

　　そういう中で、行政ニーズが複雑多様化して極

めて増大しているという現状がございますが、そ

うしますと、職員に求められる資質ということで

ございますが、そういう厳しい状況の中で幅広い

知識、あるいは専門性の蓄積ということが求めら

れているわけでございますけれども、端的に申し

上げますと、そういう複雑多様化する行政課題に

的確に、スピーディーに対応できる、問題処理が

できる能力を持った人間ということではないかと

いうふうに基本的には考えておるところでござい

ます。

　　ご質問の中での職場の活性化と若手職員の育成

ということでございますが、これは私ども職場風

土に係る問題でもあろうかというふうに考えてお

りますけれども、良好な人間関係や円滑なコミュ

ニケーションの確立を図りながら、課題達成に向

けて職場の職員が一体となって、職員参加の目標

による管理手法などを導入しながら、職員の参加

意欲と責任感を引き出し、職場の活性化措置を講

じていくことが必要であるというふうに考えてお

ります。あわせまして、職員は職場における仕事

を通して育成されることから、仕事を進めていく

過程を人材育成、特に、若手職員の育成を図る機

会として積極的に工夫し活用することが求められ

ているというふうに考えております。特に、職員

が育つ環境をつくり上げていくということは、重

要でかつ急を要する課題であるというふうに認識

しておりまして、職員が意欲を持って仕事に打ち

込めるよう、１つには、職員の職務分担等を明確

にいたしまして、主体的かつ責任を持って仕事を

遂行できる体制づくりを進めていくということが

必要でありますし、２つ目には、職員にその担当

している職務が市全体の中で、どのような意義を

有しているかということも十分に自覚を促し意欲

を高めると、そういう対応策を、特に管理監督者

が中心となりまして、人材育成におけるみずから

の役割・責任を日ごろから十分に認識しながら、
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日常の仕事の進め方を工夫・活用し、効果的な人

材育成が図られるような措置を講じてまいりたい

というふうに考えております。

　　それから、２点目に、市政を担う職員の能力・

資質の向上についての取り組みでございますけれ

ども、私ども地方自治体職員が市民のニーズに対

して直接的なサービスを提供する立場にあるとい

うことからしますと、人材の育成に力を注ぐとい

うこととともに、公務能率の向上に努めてまいり

たいということを考えておりまして、特に、職員

の各種資格試験の問題がございますけれども、国

家試験などの資格取得は、職員一人ひとりの能力

や専門性の向上という意味で、自発的に資格を取

得するということについて、非常に重要な問題だ

と、重要な課題という認識を持っております。

　　そういうことから、今後とも各職場におきまし

ては、研修などのさまざまな機会を通して職員の

専門的な知識の向上を図るということとあわせま

して、その職員の能力・資質を勘案しながら、処

遇についても、いろいろな角度からの検討も必要

ではないかというふうに考えているところでござ

います。

　　以上でございます。

○都市計画部長（松本紘明君）　中心市街地の活性

化についてでございますが、本市におきましては、

平成10年６月に制定されました中心市街地におけ
る市街地の整備改善及び商業地等の活性化の一体

的推進に関する法律、いわゆる中心市街地活性化

法に基づき、平成10年度に長崎市中心市街地活性
化基本計画策定調査を実施し、平成11年６月、同
法第６条に定める基本計画として、国・県へ送付

し、受理されたところであります。

　　基本計画に定められた活性化方針を推進してい

くために、本市といたしましては、行政の立場か

ら各種事業を戦略的に展開していくための推進計

画の作成を進めており、一方、長崎商工会議所に

おきましても、商業の活性化と商業者みずからが

主体となるまちづくりを一体的に進めていくため

の構想、いわゆるＴＭＯ構想の策定を中心市街地

の各商店街組織と勉強会を重ねながら行ってきた

ところであります。

　　このような中で、浜町などの中心地区商店街に

おきましては、厳しい経済環境の中にありますが、

商業の活性化に向けた意気込みとともに、まちづ

くりの機運が高まりつつあり、このような動きを

大きなチャンスととらえ、積極的な支援を行って

まいりたいと考えております。

　　議員ご指摘の土地の高度利用につきましては、

まちづくりの観点から、中心市街地活性化の大き

な課題の一つでもあり、また、有効な方策である

と考えております。しかしながら、浜町地区の土

地利用の現状といたしましては、現在、600％の容
積率が指定されておりますが、道路等の都市基盤

の整備状況や敷地の細分化など、建築条件等の問

題から指定容積率が有効に利用できず、400％程度
の容積率にとどまっている現状にあります。

　　このような土地利用の状況でありますが、中心

市街地の活性化を進める上では、民間活力を誘導

し、行政と民間が一体となったまちづくりを推進

していく必要がありますので、敷地の共同化や地

区計画制度、公開空地等の確保によって容積率緩

和などを行う総合設計制度など、土地の高度利用

を促進する種々の制度の活用を地元権利者や商店

街など地域の皆様とともに検討を進めてまいりた

いと考えております。

　　中心市街地の活性化につきましては、以上のよ

うな考えにより、浜町地区に限らず、他の地区に

おきましても、土地利用の転換や低未利用地の有

効活用、土地の高度利用を誘導し、都心居住の促

進や商業機能の充実を図るとともに、あわせて広

場等の潤いのある空間の創出など、まちづくりと

商業活性化の両面から積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

　　次に、駐車場問題についてお答えいたします。

駐車場事業の経営健全化につきましては、市議会

からも厳しいご指摘を受けていることもあり、施

設の維持管理に要する経費の削減と駐車場の利用

促進による料金収入の増加に、現在、取り組んで

いるところであり、一定の効果が生じているもの

と考えております。

　　具体的な歳出経費の削減策といたしましては、

都市整備公社への委託経費の見直しとして、自動

精算機の前倒し導入などによる配置職員の減員や

人件費単価の引き下げなどを行いまして、平成13
年度予算におきましては、前年度と比較して約

3,930万円の費用効果を見込んでおります。
　　次に、収入の増加策といたしましては、料金体

系の見直しを行うことにより、駐車車両と料金収

平成13年第１回定例会・第２号（３月７日）



130－　　－

入の増を図っております。具体的には、平和公園

駐車場におきまして、パーク・アンド・ライド駐

車場事業による中心部の交通混雑の緩和策とあわ

せて、駐車料金を定額にすることにより利用台数

の増加を図っているところであり、混雑緩和と料

金収入の増について、利用台数で１日平均約30台、
収入では年間約220万円増加するなど一定の効果
があらわれているものと考えております。また、

利用の少ない夜間の宿泊駐車料金を引き下げるこ

とにより、減少傾向にある市外からの団体バスな

どによる宿泊観光客を呼び込むため、関西以西の

旅行代理店やバス会社にチラシを送付するなどの

ＰＲに積極的に取り組んでいるところであります。

　　以上の健全化策につきましては、さきの市議会

に提案し、ご承認をいただいており、４月以降に

おいて本格的に実行してまいりたいと考えており

ます。しかしながら、平和公園及び茂里町地下駐

車場につきましては、駐車場の建設に要した借入

金の償還などにより事業収支に不足を生じており、

その補てん分として一般会計から繰入金を充てて

いる状況にあり、平成13年度予算におきましては
３億7,750万9,000円を見込んでおります。
　　今後も、事業を進めていく中で、それぞれの駐

車場の立地条件などを勘案いたしまして、収入の

増加と経費の削減による経営の健全化に向けて努

力してまいりたいと考えております。

　　次に、松山駐車場についてでございますが、こ

の駐車場は、平和公園の便益施設として設置した

ものであり、その建設に際しましては、ＮＴＴ・

Ａ型無利子貸付事業を活用していることから、財

団法人長崎市都市整備公社において管理運営を

行っております。当該駐車場の利用状況でござい

ますが、平成10年度は１日平均237台、収入では約
4,200万円であったものが、平成12年度の２月末現
在では１日平均409台、収入では約6,300万円と
なっており、徐々に増加いたしておりますが、建

設当初の見込みをかなり下回っているのも、また

事実でございます。

　　このようなことから、利用促進の取り組みにつ

きましては、平成12年度２月以降実施しています
パーク・アンド・ライド駐車場が好調な伸びを示

していることから、平成13年４月以降も継続して
まいりたいと考えております。

　　また、その他といたしまして、定期駐車料金の

引き下げや昼間定期の新設、あるいは定期駐車台

数枠の拡大、また、地上部分の24時間利用を行っ
てきたところであります。

　　また、次に、利用促進の方策の一つとして挙げ

られました城栄町商店街側の歩道橋設置について

でありますが、平成２年に策定いたしました浦上

川ふるさとの川モデル事業の一環として位置づけ

られ、平成８年の県市協議においても、県が歩道

橋を設置することになっておりますので、本市と

しましては、県の責任において、ぜひ実施してい

ただきますよう強く要望しているところでありま

す。

　　今後、平成15年度に全国高等学校総合体育大会
の競泳種目が市民総合プールにおいて予定されて

いることから、同インターハイが開催される前ま

でに、実施に向けてさらに県に強く要望してまい

りたいと考えております。

　　今後も、経営の安定化に向け、種々の方策を研

究、検討を行い、引き続き努力してまいりたいと

考えております。

　　以上です。

○観光部長（田口修三君）　観光の振興についてお

答えをいたします。

　　まず、寺町通りの整備についてでございますが、

崇福寺から寺町通りには、国宝である崇福寺の大

雄宝殿と第一峰門、国指定の重要文化財である興

福寺の本堂を初めとする多数の文化財や印刷の開

祖である本木昌造、写真の開祖である上野彦馬な

ど著名人の墓も数多く点在しており、全国に類を

みない特色を持っております。

　　近年は、旅行形態も団体旅行から個人旅行へと

変化し、さらに、歴史発見や体験ツアーなど旅行

目的もさまざまになってきておりますので、歴史

を学び、座禅を体験し、普茶料理を召し上がって

いただくというように、いろいろな楽しみ方がで

きる寺町地域は、重要な観光資源であると認識し

ております。

　　議員ご質問の寺町通りの案内板整備につきまし

ては、昭和60年度から平成４年度までに主要な箇
所に８基の誘導サインを設置しております。今後、

この地区に必要な案内板の内容、配置箇所の整理

を行い、わかりやすい案内板整備を進めてまいり

たいと考えております。

　　また、駐車場の整備につきましては、付近の駐
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車場の案内やパーク・アンド・ライド駐車場の周

知を行うとともに、観光客に対する土曜日、日曜

日の市民会館駐車場や市営桜町駐車場への円滑な

誘導方法などについて、今後、検討してまいりた

いと考えております。

　　いずれにいたしましても、今後は、散策地図を

作成するなどして、寺町地域を全国にＰＲしてま

いります。

　　次に、フィルムコミッションの設立についてお

答えいたします。

　　議員ご指摘のとおり、昨年、本市で撮影された

映画「長崎ぶらぶら節」の公開により、旅行会社

のツアーやテレビ・雑誌などの取材が多くなり、

丸山地区が全国的に脚光を浴びております。今月

には、映画がビデオ化されますので、ますます観

光長崎の宣伝になるものと期待しているところで

す。長崎ロケにおきましては、資料の提供、撮影

場所の紹介、届出手続き、撮影の際の動員など市

を挙げて協力・支援を行いましたが、その対応に

は多くの時間と労力を費やしております。このよ

うな映画・テレビ等の映像制作やロケーション撮

影などをスムーズに進めるための支援組織が議員

ご提案のフィルムコミッションであります。フィ

ルムコミッションは1940年代に最初の組織がアメ
リカで設立され、現在では、欧米を中心に世界25
カ国に約270の団体が自治体等に組織されており
ます。

　　フィルムコミッションの機能といたしましては、

ロケーションに適した地域・施設等のデータベー

スの作成及び情報公開、ロケーションの誘致・プ

ロモーション、許可申請や施設の紹介などの支援

業務、世界のフィルムコミッションや国際機関と

の連携、情報交換などが挙げられます。

　　また、フィルムコミッションが地域に与える効

果といたしましては、宿泊・食事などの直接消費

や関連ビジネスの育成と雇用促進などの経済効果、

都市の知名度・イメージの向上による観光客の増

大など観光振興・地域振興、さらには、住民が映

像産業に触れ、映像で地域を見直すことによる意

識の向上など文化的意義が考えられ、実際に大き

な効果を上げていると聞き及んでおり、本市とい

たしましても、フィルムコミッションの設立は必

要なことであると考えております。

　　現在、長崎県において、ボランティア団体、観

光協会、市町村等で構成するフィルムコミッショ

ンの設立についての関連予算が開会中の長崎県議

会に上程されておりますので、長崎県と十分に連

携を取ってまいりたいと考えております。

　　以上でございます。

○教育長（梁瀬忠男君）　教育行政についての第２

点目、教職員の適正配置についてお答えをいたし

ます。

　　管理職を含めて、勤務上問題のある教職員や指

導力不足の教職員など教師としての資質に欠ける

教職員につきましては、本市におきましても憂慮

すべき問題としてとらえております。

　　文部科学省は、子どもたちを指導する能力に著

しく欠ける教員に対する再教育システムを確立し、

望ましい形での現場復帰を目指しております。し

かしながら、改善が困難な場合には、他職種への

配置替えや免職措置等の制度を整える方針を固め、

具体的な作業に入っているところでございます。

　　県教育委員会におきましても、本年度から文部

科学省の委嘱を受けまして、教員の指導力向上研

究会議を設置し、指導力不足教員の定義や認定基

準、研修の方法、期間等について具体的な話し合

いを進めております。

　　市教育委員会といたしましても、健康上または

精神的に問題を抱えている教職員に対しましては、

校長会等におきまして、当面する課題に対する情

報交換や研修会等を実施して、校長が教職員に対

して適切な指導が行えるよう努力しているところ

であります。

　　市教育委員会といたしましては、今後とも、８

市教育長会等を通しまして、指導力不足の教職員

につきましては、行政上の措置を早期に考えるこ

と、その再教育機関を設置すること、また、特別

加配の指導教員を配置することなどを県教育委員

会に要望してまいります。

　　さらに、教員の指導力向上研究会議の結論が早

期にまとめられ、円滑に実施されるよう要望して

まいりたいと考えております。

　　以上でございます。

○水道局長（峯　繁紀君）　水資源の確保と環境整

備の関連のご質問についてお答えいたします。

　　議員ご指摘の当地区でございますけれども、浦

上ダムの水源上流部に位置しておりますことから、

水道局といたしましては、このような施設が建設
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されることは好ましいものとは考えておりません。

当該施設の移転計画地点と浦上貯水池との位置関

係でございますけれども、浦上貯水池から上流約

1.2キロメートルの地点に浦上貯水池に導水して
おります川平取水堰がございます。この取水堰か

ら、さらに約3.6キロメートル上流に位置すること
になります。

　　水道局といたしましては、現在よりさらに河川

に近くなりますことから、水質への影響が懸念さ

れますので、移転場所の造成に当たっては、汚濁

水が河川に流出することがないような防止対策と

事業開始時における油水分離槽等の設置を事業者

に対して指導しているところでございます。

　　なお、これまでの水質状況につきましては、現

在、月１回の割合で川平取水堰地点の原水の水質

検査を実施しているところでございますので、特

段、問題はあっておりません。

　　この件につきましては、現在、地元の方々と事

業者との間で別の新たな場所への移転についても

協議中でありますので、局といたしましては、今

後とも、水質保全上の観点から、より一層、環境

部を初め関係各部と連携を取りながら、適切に対

応してまいりたいというふうに考えております。

　　また、この件につきましては、市の多くの部局

に関係しておりまして、市の窓口として、環境部

が中心となって対応しているところでありますの

で、これまでの経過等につきまして、引き続き環

境部長の方から答弁いたしますので、よろしくお

願いいたします。

○環境部長（高橋文雄君）　では、引き続きまして、

環境整備についてお答えいたします。

　　議員ご指摘の三ツ山町にあります純心大学に隣

接しております金属資材置き場は、有価物である

金属等の回収を目的として選別作業を行っている

事業場でございます。長崎バイパスの拡張工事に

伴いまして、この地に移転を余儀なくされ、今回

は、農地改良事業により、さらに移転を求められ

ているという状況と聞いております。現在は、移

転に備え作業を中止しておりまして、金属等を野

積みしている状況でございます。この施設におけ

る金属類は、有価物として売却されるものでござ

いまして、廃棄物処理法に基づく処理基準を適用

することはできません。しかしながら、有価物で

ある金属といえども、現況のような大量に山積み

をして保管している状況は、決して好ましい状況

ではないというふうに考えております。したがい

まして、生活環境の保全に影響がないよう計画的

に搬出を実施させるなど、事業者を指導してまい

りたいというふうに考えております。

　　次に、当該事業者が、さきにご説明しました純

心大学下の現施設から新たに犬継地区への移転を

計画している件についてご説明いたします。

　　犬継地区の予定地は、市街化調整区域に位置し

ておりまして、浦上貯水池に通ずる河川上流部に

隣接しており、現在、造成工事を行っております。

当該地への移転に際しましては、本市の関係各課

が協議を行いまして、事業者に対し、法面の崩落

防止や河川に土石が流出しないような措置、ある

いは事業に伴って油が排出されないように油水分

離槽の設置及び周囲の景観に配慮しました植栽等

を行うなど指導をしているところでございます。

また、造成工事が行われている中で、落石等の危

険があったため、緊急に防災対策を講じさせたと

ころでもございます。

　　しかし、犬継地区の移転予定地は、浦上貯水池

の水源上流部に位置しておりまして、地元自治会

から、さらに新たな場所へ移転するよう本市に陳

情がなされております。しかしながら、廃棄物処

理法、水質汚濁防止法等の法令に対しましても、

当該地における立地を規制することはできないも

のと考えております。

　　なお、この件につきましては、現在、地元自治

会と事業者との間で犬継地区から新たな場所への

移転についても話し合いが持たれております。本

市といたしましても、この話し合いの推移を見守

りながら、両者の間で円満な解決が図られますよ

う調整を行ってまいりたいと考えております。

　　以上でございます。

○32番（深堀義昭君）　多岐にわたった質問でござ

いましたので、質問時間と同じような時間をとら

れてしまいましたが、項目別に要望なり、また、

意見を申し述べたいというふうに思います。

　　行財政改革の問題の中で、特に、縁故債の繰上

償還について、縁故債につきましては、過去の平

成８年のときには、演壇からも申し上げましたよ

うに40億円でございますか、今の財政事情を考慮
しますと、減債基金が乏しくて、その額にはなら

ないんではないかなと思いますが、交渉過程の中
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でございまして、あえて、その額が表示できれば、

この平成８年度を基準として半分ぐらいになるの

か、３分の１ぐらいになるのかというぐらいのと

ころの、今の希望的な交渉過程での経過をお示し

いただきたいというふうに思うわけであります。

　　それから、市有地の処分につきましては、先ほ

ど市長が国鉄の貨物ヤードの跡地の問題等を含め

て一定のご説明をいただいたところでございます

が、この財産の処分の方法を一定、蓄積をして、

売る方は行政の判断でございますから、いつ、適

当な時間に売られるのは構わないんですが、必要

不可欠なものが何十億あるんだと、そして、行政

が今後必要とする場所が、価格的に高くても必要

であろうというところについて、要らないものと

かえて取得をするという方法というのは、当然、

これは過去にもやってきた問題でございます。

　　市長、ご存じないということになるのかもしれ

ません。着任前でございますから。三菱製鋼所の

跡、ブリックホールなりハートセンターが入って

いる場所というのは、県が取得をすることができ

ないということで、宙に浮いた物件を、行政目的

をそのまま建てることなく、今後のまちづくり、

いろいろな意味合いから、あれを当時90億円で取
得をしたという経緯があったと思います。そして、

その後に今のような状況で使用をしているという

ことでありますので、行政の何らかの代替地でも

構わないと思うんですね。当然、高価な場所に、

高価な取引をしなければならないときには、それ

に見合う代償を払わざるを得ないわけでございま

すので、そういう一定の考え方を持って、一定の

売り払いの物件の金額等について、やはり一定の

精査をした方がいいんではないかなというふうに

思いますが、いろいろ言っておりますと、時間が

ないので、これは検討をしていただきたいという

ことで要望いたしておきたいというふうに思いま

す。

　　それから、ごみ袋の件につきましては、自民ク

ラブとしてお話を申し上げさせていただきました

ので、これは当該委員会において、改めて質疑を

交わしていただきたいというふうに思いますので、

答弁は、これは結構でございます。

　　まず、課題でございます市町村合併でございま

すが、ささやかれておるところによりますと、１

市５町という南部地区の町について、一定、いろ

いろな意味合いで、もう既に下水道であるとか、

ごみの問題であるとかということは、一定、協力

をしているというような状況にございます。そし

て、片一方では、２カ年にわたって研究会その他

を１市10町でやっているという経過もございます。
　　ただ、やはり問題は、政府のいろいろな援助策

なり、また、時代的な背景なりというので、広域

的に進めなければいけない。しかし、進めること

自体がどうなのかということになりますと、この

南部５町で、ある町なんかは１人当たり地方交付

税が400万円きているところがある。そういう状態
のところと考えて合併をしたときに、長崎市の市

民が今、市税にいたしましても、使用料・手数料

にいたしましても、額を同じような負担ができる

んだろうかというような問題がするわけでござい

ます。また、時津、長与を含めた形の中では、ほ

かにもいろいろな問題があるとお伺いをいたして

おります。

　　しかしながら、その問題が解決をしたからどう

だということになりますと、これは時間的に余裕

がないわけでございますので、そういう結論には

ならないだろうというふうに思いますが、私の考

え方としては、１市10町を研究会として進めてい
る以上、基本的には１市10町で今後とも進めてい
くんだという基本的な考え方があるのか、それと

も１市５町を先に視野に入れた考え方の中で、そ

の方が先行するんだという二者選択の場合に、ど

ちらを取ろうとされているのか、時間がありませ

んので、その１点をお聞かせをいただきたい。

　　それから、市民病院の問題でございます。これ

は市長がいろいろご説明をいただきました。過去

の経緯なり、今日までの状況というのはわかって

おります。その審議会なり、特別委員会なりで、

一定、場所の候補地として挙がった中に、国鉄ヤー

ドの跡地も挙がっているはずなんです。行政目的

としては買えない。というのは、すべてのものを

しようとしたときに、約100億円ぐらいかかるんで
はないかと試算をいたしました。そうすると市民

病院用地としては無理ではないかという結論が出

てくるんではないかと思いますが、これについて

も、やはり駅前再開発を含めた形でするならば、

公共の事業をするための一つの取得財産としては、

何も市民病院にこだわることないというふうに思

います。そして、もう１つ挙げますならば、この
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前の懇話会まで、田上の国立療養所長崎病院、こ

れは長崎市の土地だから長崎市に返してほしいと、

返ってくるんではないかという希望的な観測を

持った上で論議をしたんではないんですか。しか

し、前の坂本部長のときには、存続で陳情をして

いるではないですか。

　　そして、今日の結果としては、この病院につい

ては、平成14年通常国会に提案をして、行政改革
大綱に従い、中央省庁改革の目的を実施するため

に残すという法律の提案をするということに、既

に私の調査した結果においては出てきているんで

す。出先も申し上げます。九州厚生局高山局長か

らの通知で私の方には来ているんです。それを何

で２月の終わりまでの議会の話し合いの中、また、

一般市民の話し合いの中に、そういう情報をとっ

ておられないのか。そしてこれ一つですね、独立

行政法人の制度というのがあるんですけれども、

長崎市の制度よりも、改革をしようとする制度よ

りも一段厳しいんですよ。その中には、自己責任、

企業会計原則、事業実績の企業性まで入れてある。

そういうことで、今後は運営をしなさいというこ

とで、その中に国立療養所長崎病院は入っている。

そして、幾つもの候補地が挙げられていますけれ

ども、幾つもの候補地すべて今の段階では見通し

がない。それでも候補地なんです。何とかしたと

きに買えばいいんではないかと、理屈の候補地な

んです。ということは、全く先行き見通しない状

況の中だと思います。

　　そこで、お尋ねをいたしますけれども、周産期

センターの問題については、今の平成16年までに
長崎市が手を挙げるとするならば、県においても

当然、厚生省においても当然、その一定の補助を

しなければならないというふうに理解をいたしま

す。議会も周産期センター及び救命救急センター

については設置を急いでしてほしいということに

なっております。今のままで５年、10年、今の市
民病院を使うという状況よりも、先にやらなけれ

ばならない、補助が出てくるというような特殊的

な事情がある。また、一定295床の国立療養所長崎
病院がそのまま存置されるということになります

と、医療状況というのは全く変わってくる。こう

いう中で、果たして長崎市は、私が提案をいたし

ましたその周産期センター、救命救急も一緒にす

るような形の中での立候補を長崎県にする考え方

が市長においてあるのかないのか、お聞かせをい

ただきたいと思います。

　　それから、教育長、あとの私が質問した問題に

ついては、あなたの答弁で結構でございますが、

現場においては、非常に混乱をいたしております。

常時出勤をする体制の中での欠勤になるわけでご

ざいますので、教職員についても、その補完しよ

うとする教科の場合に、授業が全く受けられない。

ある中学校では２年間、地域の塾に相当の子ども

たちが行って、それを補完したという事実があり

ます。これは、やはり今、全国的に研究がされて

いる段階でございますから、市の方から積極的に、

これは県に要請をして補完の教職員を配置するな

り、いろいろな問題で学校現場に支障がないよう

に鋭意努められたいと思います。これは要望いた

します。

　　市長、よろしくお願いいたします。

○財政部長（白石裕一君）　繰上償還の額の見込み

につきましては、平成12年度の決算見込みが不確
定な上、金融機関と交渉中でございますので、はっ

きりと申し上げることはできませんが、減債基金

の残高の見込みや現在借り入れております縁故債

の利率が平成13年度以降すべて５％以下になるこ
とも考えまして、平成８年度の繰上償還の半分程

度を考えております。

　　以上でございます。

○総務部長（岡田愼二君）　お尋ねの市町村合併に

関する協議の問題で、１市10町でやるのかどうか
ということでございますが、合併に関する研究協

議につきましては、まずは現行の１市10町の広域
圏の枠組みの中で議論を進めてまいりたいという

ふうに考えております。

　　以上でございます。

○病院管理部長（岡田正憲君）　再質問にお答えい

たします。

　　国立療養所長崎病院用地の件についてでござい

ますが、現在、国においては、国立病院・療養所

の再編成・合理化が推進されておりまして、国立

療養所長崎病院もその対象になっておることから、

その存続について、平成10年２月に市長及び市議
会議長名で存続要望書を、また、市議会におかれ

ても、平成11年３月に意見書を国等へ提出された
ところでございます。

　　その後、平成11年３月に発表されました国立病
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院・療養所の再編成計画におきましては、国立療

養所川棚病院が結核の拠点施設に指定され、国立

療養所長崎病院の結核病床は国立療養所川棚病院

に集約されたところでございます。

　　議員ご質問のなぜ候補地になっているかという

件についてでございますけれども、独立行政法人

化後、数年を経て再度、再編成・合理化があり得

るとの話を仄聞いたしましたので、厚生省へ確認

にまいったところでございます。当該地が市有地

であることや……

　　　　　〔「議長」という者あり〕

○議長（野口源次郎君）　32番深堀義昭議員。
○32番（深堀義昭君）　質問の趣旨に従った答弁が

なされませんので、議長において、文書において

後ほど回答を願います。

○議長（野口源次郎君）　休憩いたします。

　午後は１時から再開いたします。

　　　　　　　　　　　＝休憩　午後０時１分＝

　　　　　　　　　　　������������

　　　　　　　　　　　＝再開　午後１時０分＝

○議長（野口源次郎君）　休憩前に引き続き会議を

開きます。26番塩川　寛議員。
　　　　　　〔塩川　寛君登壇〕

○26番（塩川　寛君）　21世紀の幕あけに当たり、
この新しい世紀が市民お一人おひとりにとって輝

かしく、また、幸せ大きなものとなることを心か

ら念願しつつ、市長の施政方針をもとに、新風２１

を代表し質問をいたしたいと思います。

　　質問に入ります前に、去る２月10日に発生した
愛媛県立宇和島水産高等学校の実習船「えひめ丸」

と米国の原子力潜水艦との衝突事故により沈没し

た「えひめ丸」関係者の皆様に心からお見舞いを

申し上げますとともに、県立長崎水産高校を抱え

る本市ゆえに、事故の原因究明と再発の防止を切

に願うものであります。

　　また、２月21日から始まった長崎県議会での金
子知事の所信説明の中でも触れられましたが、昨

年のなかにし礼氏の「長崎ぶらぶら節」の直木賞

受賞に続き、長崎を題材とした作品で第124回芥川
賞を受賞された本市職員青来有一氏の受賞は、市

民の大きな喜びと財産だと高く評価しますととも

に、祝意や激励に加えて、批判的な電話もあって

いるようでありますが、彼が福祉の部門で人一倍

真剣に取り組み、公務員としての職務をひととき

たりともおろそかにしたことはないという多くの

声が聞かれることも、この際、申し上げ、心から

の祝意を申し上げたいと存じます。

　　さて、通告しておりました項目のうち、市町村

合併及びコミュニティバス「らんらん」につきま

しては、先ほど答弁もございましたので、委員会

で対応することとし、割愛をいたします。

　　また、諏訪の森再整備構想における県市の役割

分担については、時間があれば自席から質問をい

たします。

　　まず、市長の政治姿勢についてお尋ねをいたし

ます。

　　その１点目は、市庁舎建設についてであります。

　現在の庁舎が手狭、たこ足であり、市民サービス

のみならず行政事務効率の面からも支障が多いな

ど、これまで多くの議論がこの議会でも重ねられ

てきました。効率的かつ市民が親しめる庁舎を建

設し、器にふさわしい行政へと改革をしていこう

という決意のもとに、庁舎建設基金を前市長時代

から積み立て、昨年は10億円を計上し約97億円が
確保できましたが、新年度は半減をされました。

　　諏訪の森再整備構想や桜町小学校建設用地の遺

跡出土など、市役所周辺の今後の計画が現実的に

なってまいりました。また、現下の経済状況は決

して楽観できず、あらゆる分野での不況対策を講

じていかなければなりません。また、公共事業の

新しい事業手法として、民間資本の導入によるＰ

ＦＩ手法が各自治体で取り組まれ、かつて私もそ

の活用検討を申し上げてまいりましたが、一番事

業不安がないものとして、改めて早急な庁舎の建

設を提言し、市長のお考えをお示しいただきたい

と思います。

　　次に、施政方針についてであります。

　　このたび、伊藤市長の熱い思いを込めた基本構

想が取りまとめられ、第三次総合計画のもと、新

年度の予算編成が行われ、その背景として施政方

針が示されました。

　　キーワードは、環境、福祉、ＩＴ、産業振興、

都市整備、被爆者援護、長崎文化の継承と創造、

及びこれを推進する行政の柔軟な対応だと考えま

す。

　　そこで、市長は、本格的な地方分権の中で、厳

しい財政状況のもとで広域的行政課題への対応が

求められる中で今、本市が抱える課題や政策の全
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